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今回の「ダム事業の検証に係る検討について」の再評価手法は、１９９５年に各地で設

置された「ダム等審議委員会」を想起させます。

何度も言っていますが、私たちは反対運動の「ハ」の字もなかった徳山ダムについて、

「徳山ダム建設事業審議委員会 （＝徳山ダム審）が設置される、ということを聞いて、」

、 （ ） 、「 」会発足の準備を始め 徳山ダム審の第１回会合 の開催の後 もう待てない1995.12.20
。 「 、 、 」と急遽立ち上げたものです … 揖斐川流域住民は 一人残らず 徳山ダム建設の推進だ

という話にされてはたまらない、一言くらいはモノ申したい…

こうした来歴をもつ当会としては 「見直し」とか「検証」とかの言葉を聞く度に 「せめて、 、

徳山ダム審よりはマシなものになって欲しい」と願っています。しかし、今般の「密室・有識

ダム事業の検証に係る検討」は、明白にダム等審議委員会より後者会議」を前提にした「

退しています。１５年経って「結局はズルズルと後退」では、情けなさすぎます。

今後のそもそも木曽川水系連絡導水路事業は、洪水対策とは何の関係もありません 「。

治水対策 のあり方に関する有識者会議」の対象事業としているのが間違いで（＝洪水対策）

す。くだんの「有識者会議」には、生態系や水資源政策の専門家は入っていません。

「 （民衆の力）で 『中止』の結論を出す」… そうでないと、ダム・ダム関連People's Power 、

事業の一つ二つを止めても、河川行政はいつまでも同じ地平にとどまって、前進はしません。

河川政策（治水・利水・環境）の根本的な転換ができません。

木曽川水系連絡導水路）事業は、私たちの手で止める」という決意「徳山ダム導水路（

を新たにしています。

”内ヶ谷ダムが最優先”！？！
この「検証せよ」通知を受けた岐阜県知事は、１０月６日の県議会で 「内ヶ谷ダムを最優、

先に検証したい」と発言しました。内ヶ谷ダムは長良川上流亀尾島（きびしま）川の最上流に

計画されている治水専用ダムです。工事用道路はすでに完成し、本体工事着工を前にして休眠

していました。洪水防御の役には立たない 「ダム下流沿岸の水害を防除する （＝内ヶ谷ダム、 」

の「目的 ）なら、もっと安価で早くて確実な施策はいくらでも考えられます。しかし、金欠」

病の岐阜県は、ダム用の道路だけ造って、あとは特に何もせずに、ただ放っていました。

今般 「検証せよ」と言われて 「では『進める』と結論づければ、本体工事の補助金はつけ、 、

てくれるのね」と国交省に確認したそうですから、現段階では「検証」の結果は見えてしまい

ます （くだんの河川局長通知は「ダムを中止するなら代替案を」としていますが、岐阜県み。

たいな貧乏県は「代替案」を作る人もカネもない。選択肢は限られています 。）

前原（前）国交大臣は、主観的には「ダムに依存しない」方向にしたかったのでしょう。し

かし、各地の現実を似ると、彼が言い出した「今後の治水対策のあり方 「再検証」は、結局」

は「ダム建設促進」の役割を果たしているケースも多い。昨年夏に、人々は「政権交代」を望

、 。 、んだ…あまりにも自民党中心政権が長すぎて どうにもこうにもならなくなったから しかし

政権をとった民主党の「政治主導」はあまりにも稚拙です。これを「どうにかする」のは、や

はり一人ひとりの「民の力」しかありません。

長良川水系にまたまたトンデモ課題が立ち現れてきました。これをむしろチャンスと捉え、

上流から下流までの流域住民が連携して「長良川を住民の手に取り戻」していきましょう。
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恒例：徳山村キャンプ

８月２１日（土）～２２日（日）に行い

。 。ました とても良いお天気に恵まれました

冠山はバッチリと背景になりました…

が、この写真ではよく見えないですね。

夜の星や遠い灯りも興味深かったです。

「徳山村の深夜の体験」は、キャンプなら

では、です。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

９月１７日、市民による豊かな海づくり大会実行委員会

長良川河口堰のゲート開放に向けた

公開質問・意見書提出

今回は、形式上のトップであである国交大臣宛ではなく、実質的権限のある中部地方整備局

長宛に提出しました。

．利水について 「 ．環境、生態系、産業「Ⅰ Ⅱ」

への影響について １．長良川の漁業被害（漁獲

量の減少等）２．生態系への影響 「 ．塩害に」 Ⅲ

ついて と 今までよりも整理し 踏み込んだ 意」 、 、 「

見と資料付き」の公開質問状となっています。

回答期限の９月３０日、＜… 月 日付「長良9 17
」川河口堰のゲート開放に向けた公開質問・意見書

、 、 。 、につきまして 現在 検討をしております 後日

連絡をさせていただきたいと思います＞なる摩訶

不思議なメールが送られてきたそうです。確かに、何か「検討している」フシはありますが、

どういう方向でどういう検討をしているのか？（ ゼロ回答」という結果もありうる … 。「 ）

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

－スーパー不当判決－８月３１日、新川決壊水害訴訟控訴審判決

酷い判決でした。控訴審の中での議論に関して、高裁としての判断の一切をすり抜けていま

す。行政追認の結論が先にあって、ろくに書面も読まずにコピペで判決文を書いた … 。勝訴

（ ） 「 」 。した被控訴人 国 ですら せっかく書面に書いたことは無視された と思ったことでしょう

９月１３日、１４名が上告しました。

次回は１０月２０日（水）１１：００～愛知県導水路住民訴訟
名古屋地裁の正面に、３０分前に集まって、法廷に入ります。原告意見陳述があります。是

非傍聴にお集まり下さい。訳の分からない「検証」を当てにしていてはいられません。訴訟と

訴訟外の運動を結びつけ、私たち自身の声と力で、導水路計画を葬り去りましょう。
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１２月１４日 １１：００～荒崎水害訴訟控訴審続行 次回期日

中部弁護士会連合会など主催９月１８日 「われらと生き物の未来Ⅱ」シンポ

６月末の設楽ダム裁判判決にしても、新川決壊水害訴訟控訴審判決にしても、裁判所の

行政追従の姿勢は酷いものです。何があろうと「それでも行政の裁量の範囲内」としてし

まうのであれば 「裁判所は要らない 。それではいけないはずです。、 」

「行政裁量に対する司法統制」がテーマです。内容的にかなり難しいシンポであることは予

測できましたが、当日は１００名超の参加者がありました。地元からは、設楽ダム問題と長良

川河口堰問題について、在間正史弁護士がパネラーとして参加しました。

長良川河口堰～導水路に至る一連の裁判を何十年にもわたって支えてきたＴさんの感想。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日の中部弁護士会主催のシンポジウム「生物多様性環境訴訟の現状と課題」は、はじ

めは難しそうだなと思っていましたが、４時間以上にもかかわらず最後まで引きつけられ

て聞きました。在間さんの報告は簡潔で！大変わかりやすかった！！です （在間さんが。

最後に言われた「今回のシンポの準備をすることで僕自身，深化 進化）できた」という(
コメントを共感して伺いました ）。

静岡空港訴訟、泡瀬干潟訴訟、その他全国のさまざまな裁判の報告を聞いて、原告側が

、 。苦労している共通点や裁判の壁が何なのか はっきりと大きく見えてきた感じがしました

上関原発を描いた映画「ミツバチの羽音と地球の回転」で紹介されていたスエーデンの環

境法典や環境裁判所の報告や 「環境公益訴訟」という考え方も目から鱗でした。、

でもいずれにしても判例を変えていくのは一つ一つの裁判をする中で、弁護士、原告、

。 、 、支援者の地道な努力しかないのだとも思いました 愛知の訴訟も 設楽判決にめげないで

希望を持ってやっていきましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

吉野川の運動のリーダー、姫野雅義さん逝く

１０月３日、姫野さんは、海部川に一人でアユ釣りに出かけ、行方不明になられた。仲間達

らの懸命の捜索活動の結果、１０月７日午前、海部川の下流でご遺体が発見された。

９月末、姫野さんは「１０／１９長良川河口堰で失われた生態を見る会」参加を申し込んで

下さっていた。長良川河口堰の閘門をくぐる船の上で、そして桑名の焼きハマグリを食べなが

ら、吉野川での運動のあり方－流域住民の多数の声を集めていく－を、姫野さんから学びたい

と思っていた。この期待が、こんなふうに消えるとは夢にも思わなかった …。

姫野雅義さんに「どうぞ安らかにお眠り下さい」というべきか「千の風となって、いつも私

たちとともに（現場に）いて下さい」というべきか、今も分からない。 （ 近藤記）10.10.12
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